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お知らせ

市
民
学
校「
エ
ク
セ
ル
入
門
」

受
講
生
募
集

　

道
の
駅
那
須
与
一
の
郷
に
お
い
て
「
与

一
の
郷
夏
祭
り
」
が
実
施
さ
れ
る
の
に
伴

い
那
須
与
一
伝
承
館
の
開
館
時
間
を
延
長

し
ま
す
。

●
日
　
時　

　

８
月
20
日(

土
)

　

午
前
９
時
〜
午
後
７
時

※
入
館
は
午
後
６
時
30
分
ま
で

　

(

通
常
は
午
後
5
時
閉
館
)

●
対
象
施
設　

竹
の
ギ
ャ
ラ
リ
ー

　

与
一
伝
承
館
扇
の
的
劇
場
・
展
示
室

■
問
い
合
わ
せ

　

那
須
与
一
伝
承
館

　
　
　

(

２
０
)０
２
２
０　

●
日
　
時　

　

９
月
27
日(

火
)〜
10
月
27
日(

木
)

　

毎
週
火
・
木
曜
日

　

全
10
回　

午
後
７
時
〜
９
時

●
場
　
所　

　

大
田
原
東
地
区
公
民
館

●
講
座
内
容　

　

ウ
ィ
ン
ド
ウ
ズ
の
基
本
操
作
、

　

エ
ク
セ
ル
の
基
本
操
作
と
応
用　

ほ
か

●
対
象
者　

　

満
15
歳
以
上
の
市
内
在
住
・
在
勤
者

　

(

学
生
は
除
く
)

●
定
　
員

　

20
名

●
費
　
用　

　

教
材
費
２
０
０
０
円
程
度

●
募
集
期
間　

　

８
月
22
日(

月
)〜
26
日
（
金
)

●
受
付
時
間　

　

午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時

●
申
込
方
法　

　

募
集
期
間
内
に
大
田
原
東
地
区
公
民
館

　

に
あ
る
申
込
書
で
直
接
申
し
込
み
。
電

　

話
な
ど
に
よ
る
申
し
込
み
は
不
可
。

※
申
込
数
が
定
員
を
上
回
っ
た
場
合
は
、

　

公
開
抽
選
で
受
講
者
を
決
定
し
、
申
込

　

者
に
結
果
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

※
公
開
抽
選　

９
月
５
日(

月
)午
前
９
時

　

か
ら
大
田
原
東
地
区
公
民
館
で
実
施

■
問
い
合
わ
せ

　
大
田
原
東
地
区
公
民
館

　
　
　

（
２
４
）
２
７
７
７

　

県
で
は
９
月
23
日(

金
)に
開
催
さ
れ
る

｢２
０
１
１
と
ち
ぎ
動
物
愛
護
フ
ェ
ス
テ

ィ
バ
ル
｣に
て
｢う
ち
の
コ
(動
物
)見
て
見

て
！
コ
ン
テ
ス
ト
｣を
実
施
し
、
作
品
を

募
集
し
ま
す
。

●
募
集
要
項

・
ペ
ッ
ト
の
写
真

　

Ｌ
規
格
(１
２
７
㎜
×
89
㎜
)以
内
１
枚

・
申
込
方
法　

写
真
と
併
せ
て
申
込
用
紙

　

を
持
参
ま
た
は
郵
送
。

※
申
込
用
紙
は
県
動
物
愛
護
指
導
セ
ン
タ

　

ー
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー

　

ド
で
き
ま
す
。

・
審
査
方
法　

入
場
者
が
審
査
員
に
な
っ

　

て
、
一
番
気
に
入
っ
た
写
真
に
投
票
。

　

投
票
数
が
多
か
っ
た
上
位
10
名
程
度
を

　

入
賞
者
と
し
、
審
査
結
果
は
フ
ェ
ス
テ
ィ

　

バ
ル
終
了
後
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
上
で
発

　

表
。
応
募
者
全
員
に
参
加
賞
を
、
入
賞

　

者
に
は
賞
状
お
よ
び
記
念
品
を
郵
送
。

●
締
め
切
り　

　

８
月
31
日
(水
)必
着

●
そ
の
他

・
応
募
は
一
人
一
枚
ま
で
(応
募
写
真
は

　

返
却
し
ま
せ
ん
)

・
ペ
ッ
ト
の
種
類
や
写
真
に
写
っ
て
い
る

　

頭
数
は
問
い
ま
せ
ん

・
入
賞
作
品
は
来
年
の
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル

　

会
場
に
掲
示

■
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ

　

栃
木
県
動
物
愛
護
指
導
セ
ン
タ
ー

　

〒
３
２
１
‐
０
１
６
６

　

宇
都
宮
市
今
宮
４
‐
７
‐
８

　
　
　

０
２
８(

６
８
４
)５
４
５
８

　　

厚
生
労
働
省
で
は
、
本
年
７
月
31
日
現

在
で
、
常
用
労
働
者
を
１
人
か
ら
４
人
雇

用
し
て
い
る
事
業
所
を
対
象
に
、
毎
月
勤

労
統
計
調
査
特
別
調
査
を
実
施
し
ま
す
。

　

こ
の
調
査
は
、
１
〜
４
人
の
常
用
労
働

者
を
雇
用
す
る
小
規
模
事
業
所
に
お
け
る

賃
金
、
労
働
時
間
及
び
雇
用
の
実
態
に
つ

い
て
全
国
及
び
都
道
府
県
別
に
明
ら
か
に

す
る
こ
と
を
目
的
に
実
施
し
て
お
り
、
結

果
は
小
規
模
事
業
所
の
実
態
を
示
す
資
料

と
し
て
最
低
賃
金
の
改
定
審
議
等
に
使
用

さ
れ
て
い
ま
す
。

　

調
査
対
象
と
な
る
事
業
所
に
は
、
８
月

か
ら
９
月
に
か
け
統
計
調
査
員
が
訪
問
し
、

調
査
票
の
内
容
を
お
聞
き
し
て
調
査
票
を

作
成
い
た
し
ま
す
。

　

調
査
票
に
書
か
れ
た
事
柄
は
、「
統
計

法
」に
よ
り
厳
し
く
秘
密
が
守
ら
れ
ま
す
。

ま
た
、
統
計
以
外
の
目
的
に
用
い
ら
れ
る

こ
と
は
禁
じ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

ご
多
忙
の
こ
と
と
は
存
じ
ま
す
が
、
調

査
の
重
要
性
を
ご
理
解
い
た
だ
き
ま
し
て
、

ご
回
答
を
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い
い

た
し
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ

　

栃
木
県
県
民
生
活
部
統
計
課

　

人
口
労
働
統
計
担
当

　
　
　

０
２
８(

６
２
３
)２
２
４
６

２
０
１
１
と
ち
ぎ
動
物
愛
護

フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル

写
真
コ
ン
テ
ス
ト
作
品
募
集

８
月
20
日
那
須
与
一
伝
承
館

開
館
時
間
延
長

毎
月
勤
労
統
計
調
査
特
別
調
査

協
力
の
お
願
い


